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４　競技上の規定及び方法、順位の決定方法

(1) 　2026年度公益財団法人日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規程及び

同公認審判員規程による。

(2)  試合方法は、各種別とも予選リーグ後、決勝トーナメント・順位決定戦を行う。

なお、リーグ決定は､フリー抽選を行う。

(3) 　対戦は１複(Ｄ)２単(Ｓ)で行い、予選リーグは全試合行う。勝敗決定後のメンバー

変更は原則として認めない。

(4) 　リーグ戦の順位は、次の基準にて決定する。

　ア)　勝敗数（勝数）の優位のものより順位を決める。

　イ)　ただし、勝敗数が同一の場合は、次の順位にて該当チームの優劣を決める。

①　勝点の多いもの。

②　更に同数の場合は、次による。

　 取得マッチポイント率を計算してその大きい方を上位とする。

Ａ 　　　（Ａ：全試合のマッチ取得総数）

Ａ＋Ｂ 　　　（Ｂ：全試合のマッチ喪失総数）

③　更に同率の場合は、次による。

　 マッチ率と同様にゲーム率を計算してその大きい方を上位とする。

a 　　　（a：全試合のゲーム取得総数）

a + b 　　　（b：全試合のゲーム喪失総数）

④　更に同率の場合は、次の方法にて順位を決定する。

・　２チームの場合

　　当事者同士の対戦で勝った方のチームを上位とする。

・　３チーム以上の場合

　　抽選により順位を決定する。

（注）如何なる場合にも順位決定のための特別な試合は行わない。
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種　別

【18】バドミントン競技

種　　別 ８月15日（土） ８月16日（日）

成 年 男 子
予選　リーグ戦 決勝・順位決定戦

成 年 女 子

少 年 女 子
トーナメント（各３試合）

〒521-1225　滋賀県東近江市山路町2225番地　電話　0748-42-5099

成年男子 ２

　取得マッチ率

　取得ゲーム率

成年女子 ４ 24

少年女子 ２ ３ 24

３

　　2026年８月15日（土）～16日（日）（２日間）１　期　　日

本大会出場府県数 選　手 小　計



〈補　足〉

Ｄ

Ｓ２

５　参加資格、所属府県及び選手の年齢基準

　　第80回国民スポーツ大会参加資格、所属府県及び選手の年齢基準による。

６　参加上の注意

　(1)　服装について

　　　ｱ)　競技中の服装については、公益財団法人日本スポーツ協会『国民スポーツ大会ユニ

　　　　フォーム規程』を優先適用する。規程に含まれない項目は、2026年度公益財団法人日

　　　　本バドミントン協会大会運営規程第23条・第24条を適用する。なお、上衣背面中央に

　　　　縦６～10cm、横 30cm 以内の範囲に府県名を漢字で明示して下さい。文字は、上衣背

　　　　面の府県名明示部分の色と明確に区別できる文字色として下さい。また、ゼッケンを

　　　　使用する場合には、縦 15㎝、横 30㎝ を基準とし、必ず四隅を固定して下さい。

　　　　文字列の大きさについては大会運営規程第24条によります。

　　　ｲ)　開始式、表彰式の服装はウォームアップウェアとする。

　(2)　競技中の事故について

　　 　応急処置のみ主催者で行うが、以後は国民スポーツ大会参加者傷害補償制度による。

　(3)　参加選手交代（変更）届について

　　 　参加申込み後、特別な事情で選手の交代をする場合は、監督会議までに参加選手交代

 　  （変更）届を競技役員長に提出すること。

　(4)　監督について

　　　 監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく公認バドミン

     トンコーチ１、公認バドミントンコーチ２、公認バドミントンコーチ３、公認バドミント

     ンコーチ４の有資格者であることとする。

７　開始式

　　　 日　時 2026年８月15日（土）午前10時～

　　　 会　場 東近江市能登川アリーナ

８　その他

　(1)　審 判 会 議　　日　時 2026年８月15日（土）午前９時～

会　場 能登川アリーナ　多目的室

　(2)　監 督 会 議　　日　時 2026年８月15日（土）午前９時30分～

会　場 能登川アリーナ　研修室

　(3)　資格審査及び 日　時 2026年７月11日（土）午後３時00分～

　　　 組合せ会議 会　場 皇子が丘公園体育館

　(4)　表  彰  式　　競技終了後行う。

勝点

負点

Ａ県 ２ １ Ｂ県

21 16
２ ０

21 18

２ ０

17 21

Ｓ１ １ 21 18

21 18

ゲーム（a ＆ b）

マッチ（Ａ＆Ｂ）

２

18 21

21 19
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